
令和８年度　仕様書

工事名称 川越中央消防署エレベーター改修工事

工事場所 川越市新宿町２丁目１４番地７

【工事大要】
  川越中央消防署のエレベーターを改修するものである。
  構造・規模  RC造  地上３階建て

  ・建築工事        一式
  ・昇降機設備工事  一式
  ・電気設備工事    一式

  本工事は、「週休2日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   
式

昇降機設備工事  

1   
式

電気設備工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   
式

工事費          

1   
式



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   
式

昇降機設備工事  

1   
式

電気設備工事    

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 3

川越中央消防署

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

金属            

1   
式

建具            

1   
式

内装            

1   
式

撤去            

1   
式

発生材処分      

1   
式

計



昇降機設備工事　科目別内訳 4

川越中央消防署

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

エレベーター    

1   
式

計



電気設備工事　科目別内訳 5

川越中央消防署

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

幹線・動力設備  

1   
式

電灯・コンセント設備

1   
式

弱電設備        

1   
式

撤去等          

1   
式

発生材処分      

1   
式

計



≪週休２日制適用工事（現場閉所型）に係る特記仕様書≫ 

本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事 

である。 

本工事は、完全週休２日を採用している。週休２日が守れ 

なかった場合は減額変更となります。 

実施は、川越地区消防組合週休２日制適用工事要領（建築

工事）（令和 8 年２月１日施行）によるものとする。 

同要領は、川越地区消防組合ホームページで確認のこと。 

 

川越地区消防組合ホームページ 

 

https://www.119kawagoechiku.jp/soumu/nyusatu/nyusatu/nyu

satu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川越地区消防組合 

https://www.119kawagoechiku.jp/soumu/nyusatu/nyusatu/nyu


舞総合設計
株式会社

MAI Architects & Engineers

川越中央消防署エレベーター改修工事

設 計 図

049ー226－0404

049ー223－1001

URL      http//www.mai－arch－eng.co.jp

住 所　　 埼玉県川越市仙波町2-6-11

E－mail

Tel

Fax

office＠mai－arch－eng.co.jp

Ｆeb. ２７. ２０２６

図面No. 図 面 名 称

図面リスト

特記仕様書（改修その１）

特記仕様書（改修その２）

特記仕様書（改修その３）

各階平面図

Ａ－１

　－２

　－３

　－４

　－５

　－６

　－７

　－８

１階　更衣室　平面詳細図・天井伏図等

１階　更衣室・廊下側　展開図

　－２

　－３

　－４

Ｅ－１

１階　幹線・動力設備平面図（改修前・後）

１階　電灯・コンセント設備平面図（改修前・後）

１階　弱電設備平面図（改修前・後）

電気設備特記仕様書

　－２

　－３

　－４

Ｍ－１

案内図・配置図兼仮設計画図（参考）

エレベータ図１

エレベータ図３

エレベータ図４

エレベータ図２

雑詳細図



日付 工事名

図面名

図面No.

改訂 Ａ-１
特記仕様書（改修その１）

2026.2.27 川越中央消防署エレベーター改修工事

工 事 名 川越中央消防署エレベーター改修工事

１．工事場所 

２．敷地面積

Ⅰ　工事概要

川越市新宿町２丁目１４番地７

３，０９７㎡

３．工事種目

４．工事内容

（建物概要）
　棟名称：川越中央消防署（用途：消防署）

鉄筋コンクリート造　地上３階建

延べ面積　１,７７２.９３㎡

川越中央消防署

（２）改修標準仕様書及び標準仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示

　６）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また、（　　）内は製品名を示す。 

　５）特記事項に記載の（　．　．）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。

　４）特記事項に記載の［　．　．］内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図表を示す。

　　図表を示す。

　３）特記事項に記載の｛　．　．｝内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該

　  ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。　  ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。

　１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　８）注は改修標準仕様書及び標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。

　　監督員と協議すること。

（３）本特記仕様書の表記

　　している場合において、それらが関係法令等（条例を含む）と異なる場合には、具体的な対応策について

　　なお、 Ｇ 印は設計図書で定めのある品目を示す。

　　なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、適用する基準等を決定する。

　　「埼玉県グリーン調達・環境配慮契約推進方針（最新版）」による特定調達品目のうち、「判断の基準」

　　を満たす環境物品等（以下「特定調達物品等」という）を選択するよう努めるものとする。

（１）質問回答書、本特記仕様書（改修）及び図面に記載されていない事項は、すべて「埼玉県建築工事特別

　　(以下、「改修標準仕様書」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書

　　共通仕様書」、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)」

　　(建築工事編)(令和４年版)｣(以下、「標準仕様書」という。)による。

　７）本工事において、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和5年2月24日変更閣議決定）」及び、

Ⅱ 　 建 築 改 修 工 事 仕 様

　２）特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

章

１
 
一
般
共
通
事
項

特　　記　　事　　項

※建築工事監理指針（国土交通省監修）（参考図書）

なお、新たな版が出版され、当該基準によりがたい場合は、監督員と協議し、

適用する基準等を決定する。

保険の種類

※建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修　令和４年版）

　※法定外の労災保険

 (工事に従事する者(全ての下請負人を含む)の業務上の負傷等を対象とするもの)

項　　目

１ 適用基準等

２ 条件明示事項

{1.1.3}

　※建設工事保険等 (工事目的物及び工事材料等を対象とするもの)火災保険含む

保険の期間　※工事完成期日後１４日を含む期間　　・　

※行う（請負代金額500万円以上、10日以内に登録）　・行わない３ 工事実績情報の登録 [1.1.4]{1.1.8}

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　・風圧力　　風速（Vo=　　m/s）　　地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　・積雪荷重　H12.5.31告示第1455号における区域　別表（　　）

　・大地震時の非構造部材の変形追従性能を確認する場合の層間変形角

　　・1/200　・1/150　・1/120　・　　　・図示（　　　　　　　）

　　　確認箇所（　　　　　　　　　　　　　　）

４ 適用区分

※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。

・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。

本工事場所は以下の区域等に指定等されているため、施工計画の作成

及び施工に当たっては関係法令等の遵守に十分注意する。

　・周知の埋蔵文化財包蔵地　　・史跡名勝天然記念物

[1.1.7]

[1.1.12、13]

５ 別契約の関連工事

６ 施工に注意を要する

　 区域等

　・　　　　　　　　　　　　　・　

埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員に提出する。

　埼玉県電子納品運用ガイドライン　※適用する（CD-R又はDVD-Rで１部提出）

適用する

　　　　　　　　　　　　　　　　　・適用しない

７ 工事の記録

８ 電気保安技術者

９ 施工条件

[1.3.3]{1.3.1}

[1.2.4]{1.6.6}

　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、

　　　パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保

　　　温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン

　　　を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム

　　　アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

　②　接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない

　　　材料を使用する。

　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル

　④　①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、

　　　ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が

　　　極めて少ない材料を使用したものとする。

※材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証

　明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面

　を提出して監督員の承諾を受ける。

　① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　③ 安定的な供給が可能であること

　④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること

※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基

　本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

　　　等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　証明のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する。

受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は

埼玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する

工事材料は、埼玉県産とするよう努める。

建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び

性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

※本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上

　のものを使用する。ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上

　のものとする場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。

　　行う。

　　　分析対象

　　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

　　　　クロシドライト、トレモライト

調査

　　工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を

建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。

注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理

　　　のうえ調書を添えて監督員に報告する。

　 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。

　 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促

　　　進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下

　　　「建設リサイクル法」という。）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ

　　　の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。

引渡しを要するもの

　※無し（全て構外搬出適正処理）　・有り（※図示　・　　　　　　　　　　　）

13 県産品の使用

15 材料の品質等

16 石綿含有建材の調査 

14 環境への配慮

11 環境保全等

12 発生材の処理等

　　貸与資料（　　　　　　　　）既存分析調査書類

[1.3.11]

[1.3.12]{1.1.13}

{1.4.2}

[1.4.1]{1.4.3}

[1.4.2]

[1.5.1]

・

・

・

分析方法

サンプル数　　1箇所あたり3サンプル

　採取箇所　・図示　　・　

材料名

定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1または
JIS A 1481-2

・　　箇所

・　　箇所 ・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所・　　箇所

JIS A 1481-3または
JIS A 1481-4

16-2 石綿含有建材調査 

　　 （設計時実施済）

判明している石綿含有建材は次のとおりである。

結　果材料名称採取場所 備　考

塩ビ

17 技能士

18 化学物質の濃度測定

ホルムアルデヒト

トルエン

キシレン

エチルベンゼン

スチレン

パラジクロロベンゼン

100μｇ／ｍ３（0.08ppm）以下

260μｇ／ｍ３（0.07ppm）以下

3,800μｇ／ｍ３（0.88ppm）以下

220μｇ／ｍ３（0.05ppm）以下

240μｇ／ｍ３（0.04ppm）以下

判定基準対象化学物質

200μｇ／ｍ３（0.05ppm）以下

　①検体の採取方法　　※吸引方式(アクティブ法)又は拡散方式(パッシブ法)

　　　　　　　　　　　・吸引方式(アクティブ法)　・拡散方式(パッシブ法)

　②アクティブ法

　　　ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒　　　ホルムアルデヒドは、ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒抽出

　　　トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、

　　法によって採取し、高速液体クロマトグラフ法（以下ＨＰＬＣ）により行う。

　　固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法のいずれかを用いて

　　採取し、ガスクロマトグラフ／質量分析法（以下ＧＣ／ＭＳ）により行う。

　③パッシブ法

　　　ホルムアルデヒドは、パッシブ採取機器により採取し、ＨＰＬＣ又はガスクロ

　　マトグラフ法（以下ＧＣ）あるいはＡＨＭＴ－吸光光度法のうち採取機器に適応

　　した分析法による。

　　　トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは、

　　分析法による。

　　パッシブ採取機器により採取しＧＣまたはＧＣ／ＭＳのうち採取機器に適応した

測定方法

　採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う。

外壁改修工事

建具改修工事

内装改修工事

・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業

・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業

・左官作業

・左官作業

・建築塗装作業

・自動ドア施工作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業

・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業

・鋼製下地工事作業

・ガラス工事作業

・内外装板金作業

・FRP防水工事作業

・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業

・カーペット系床仕上作業

・木質系床仕上げ工事作業

・タイル張り作業

塗装改修工事

耐震改修工事

・とび作業 ・構造物鉄工作業

・型枠工事作業

・建築塗装作業

その他 ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

・木工塗装作業

・保温保冷工事作業

仮設工事

防水改修工事

工事種別 適 用 技 能 士

・とび作業

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業

・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業 ・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業

・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・樹脂接着剤注入工事作業

・ビル用サッシ工施工作業

・鉄筋組立て作業

・建築フィルム作業

・タイル張り作業

・壁装作業

・ボード仕上げ工事作業

※厚生労働省

が定める指針

値，量単位の

換算は２５℃

備考

測定時期　　※工事着手前及び完了後

測定箇所数　※（　　　　）　・図示

(1.5.9)[1.7.9]

[1.6.2]{1.3.3}

[1.7.2]{1.5.1}

[1.8.1～3]{1.6.1～3}

19 中間検査

20 完成図等

測定対象室　・監督員の指定する室（　　室　更衣室）　　・図示

中間検査　　※行う（川越市工事検査規則）・行わない

１

１中間検査実施回数（　　　）

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　　※図示　　・　

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ

 イドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」にお

 ける2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

・防音パネル　　・防音シート

[2.2.1][表2.2.1]

[2.1.3]１ 騒音・粉じん等の

　 対策

２ 足場等

２
 
仮
設
工
事

報告書　　　※２部　　・　

内部

・ＥＶ改修

・ＥＶ機械室改修（床・壁・天井等）

本工事の受注者を、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害

を防止するために必要な措置を講ずべき者（統括安全衛生管理義務者）とする。 [1.3.7]

10 施工中の安全確保

本工事は「週休２日制適用工事（現場閉所型）」の対象工事である。

（仮設工事等の準備片付け作業を除く）

　※石綿含有建材の事前調査 

　・分析による石綿含有建材の調査

薄ﾓﾙﾀﾙ　多彩模様塗材塗 含有

含有

ﾎｰﾙ･廊下･洗濯室等　壁

書庫･物品庫･廊下等　巾木

書庫･物品庫･廊下等　床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 非含有

各階ﾎｰﾙ、階段室A　床 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 非含有

書庫･廊下･便所ほか　天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 非含有

石綿含有と判明した建材の表記には、本図以降●印をその建材に併記する。

実施は、川越地区消防組合週休２日制適用工事（建築工事）（令和８年２月１日施行）による。

現場作業期間は令和９年６月１日から令和９年７月３１日までとする。

・埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等

完成図等の種類及び記入内容

　完成(竣工)図（※監督員が指定した設計図面に完成時の状態を表現したもの）

　　図面情報電子化媒体　※CD-R又はDVD-R，１部

　　　CADデータの形式　 ※SXF(sfc)　・DXF　・JWW　・DWG

21 保証書 {1.6.4}

・下請契約　　※全体及び県内に分け、契約数及び契約金額の総計を提出する。

22 その他 ・予備材料　　※監督員の指示による　・　

エレベーター工事　　・あり（※エレベーター機器類）　　・なし



日付 工事名

図面名

図面No.

改訂

2026.2.27 川越中央消防署エレベーター改修工事
Ａ-２

特記仕様書（改修その２）

損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示　　・　

既存部分　　　　　　　養生の方法（※ビニルシート、合板等　・　　　　　　）

既存家具、既存設備等　養生の方法（※ビニルシート等　　　　・　　　　　　）

既存ブラインド、カーテン等

　　　　　　　　　　　養生の方法（・ビニルシート等　　　　・　　　　　　）

　　　　　　　　　　　保管場所　（・図示　　　　　　　　　・　　　　　　）

固定された備品、机、ロッカー等の移動　　・図示　　・　　　　

仮設間仕切りの種別と材質等　

※Ｃ種

・木

・軽量鉄骨

　単管

仕上げ（厚さmm）

・せっこうボード（9.5mm）

　防炎シート

・合板（9.0mm）

　材種（　　　　　　　）

　種類（　　　　　　　）

・Ｂ種

下地

　充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）

種別

・Ａ種

外部足場　　・設置する（設置範囲　・図示　　・　　　　　　）　・設置しない　

防護シート　・設置する（設置範囲　・図示　　・　　　　　　）　・設置しない　

　　　　　　　種別（・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種）

　　　　　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター（・図示　　・　　　　　　）

材料、撤去材等の運搬方法

(厚生労働省 H30.6.22)による。

墜落制止用器具の使用は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」

 ・フルハーネス型墜落制止用器具を用いる。

幅が１メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を
使用する（労働安全衛生規則第561条の2）

仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等　

※木製

・　

※合板張り程度

・　

充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）

規模　・既存建物内の一部を使用

　　　・構内に新設　　　㎡

　　　※設置しない（下記備品のみ用意する）

※設置する（{1.1.12}による表示　・要 ・不要） ・設置しない

　・ＦＡＸ　・電子メール通信機器　・スキャナー　・プリンター　

備品（　　名分相当）

　・保護帽　・懐中電灯　・墜落制止用器具　・軍手　・衣類ロッカー　

　・冷暖房機器　・消火器　・湯沸器　・茶器　・掃除用具　・電話機

　・机　・椅子　・書棚　・黒板　・掛時計　・寒暖計　・長靴　・雨合羽

※設置位置等は監督員の指示による　　・図示

※図示　・　

材質 仕上げ

内部足場　　・設置する（※脚立、足場板等　　・　　　　　　）　・設置しない

[2.3.1]

[2.3.2][表2.3.1]

充填材

※有り・無し

・片面

塗装

・無し

・片面

※図示　・　　か所

塗装 設置箇所

・無し

・有り

充填材

[2.4.1]

[2.4.1]{1.1.12}

３ 既存部分の養生

４ 仮設間仕切り

５ 監督員事務所

６ 現場表示板

７ 工事用水

８ 工事用電力

10 仮囲い

９ 工事用搬入路

　　　　　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　（・図示　　・　　　　　　）

必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。

配置箇所　※監督員の指示による　・図示
11 交通誘導員

仕様　　※図示　　・　12 快適トイレ

　新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・　

　壁部分の開口の開け方　　　　　　※図示　・　

新規に建具を設ける場合

建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章　防水改修工事による。

１ 改修工法３
 
建
具
改
修
工
事

・樹脂製建具

・鋼製建具 ・外部

・内部

・鋼製軽量建具

・ステンレス製建具

－

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・ ・・木製建具 ・建具表による　・　

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

[5.1.3]

性能値等

　　・適用する（※建具表による　・　　　　　　）・適用しない

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ 

　防音ドア、防音サッシ

　　遮音性の等級　（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　　断熱性の等級　（　　　）（適用する建具　※建具表による）

　簡易気密型ドアセット

[5.2.2][5.5.2～4]２ 鋼製軽量建具

材料

形状及び仕上げ

　鋼板類の厚さ

　　大型建具(1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超えるもの)

　　　　　　　　　　　　　　※建具表による　　 ・　

　　上記以外の鋼製軽量建具　※[表5.5.1]による　・建具表による　・　

　ステンレス鋼板　　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　　・　

　ステンレス製のくつずりの仕上げ　　※ＨＬ　　・　

標準型鋼製建具の形式及び寸法　　　　※建具表による　　　・　

　鋼板　　　　　　　・亜鉛めっき鋼板　・ﾋﾞﾆﾙ被膜鋼板　・ｶﾗｰ鋼板　・ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

適用は以下によるほか、ガラスの種類・厚さは建具表及び図面による。

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに

合わせガラスの合計厚さ

形状による種類

落球衝撃はく離特性及び

ショットバック衝撃特性による種類

※建具表による　　・　

・平面合わせｶﾞﾗｽ・曲面合わせｶﾞﾗｽ

・Ⅰ類　・Ⅱ-1類　・Ⅱ-2類　・Ⅲ類

※建具表による　　・　
形状による種類、材料板ガラスの種類

による名称

破片の状態及び

ショットバック衝撃特性による種類

板ガラスの種類及び厚さによる種類

性能による種類

※建具表による　　・　

・Ⅰ類　・Ⅲ類

・１種　・２種

※建具表による　　・　
材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ

並びに複層ガラスの厚さ

断熱性による区分

日射取得性及び日射遮蔽性による区分

乾燥気体の種類

・T1　・T2　・T3　・T4　・T5　・T6

・Ｇ　・Ｓ

・空気　・アルゴン

・合わせガラス

・強化ガラス

・熱線吸収板ガラス

・複層ガラス

・シーリング材

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

・シーリング材 ※建具の製造所の仕様による

・シーリング材

・　

・　

※建具の製造所の仕様による

※建具の製造所の仕様による

建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)

・図示による

・図示による

・図示による

・　

・　 ・図示による

・グレイジングチャンネル

・グレイジングチャンネル ※建具の製造所の仕様による

・ガラスの留め材及び溝の大きさ

樹脂製

※ガラス留シーリング（両面）の打替は、ＳＲ－１とする

[3.7][5.14.2～4]

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

　※既存のまま　・図示

[6.1.3]
４
 
内
装
改
修
工
事

３ ガラス

１ 改修範囲

ビニル床シート等の除去　　※仕上げ材のみ（接着剤とも）

　　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）

コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び

改修後の床の清掃範囲　　　※改修箇所の室内　・　

エポキシ樹脂モルタルは、「４章 外壁改修工事」による。

合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法

[6.2.2]２ 既存床の撤去及び

　 下地補修

　　　　　　　　　　　　（適用する建具　※建具表による）

　耐震ドア

　　面内変形追随性の等級（・D-1:1/300　・D-2:1/120　・D-3:1/100　）

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　・図示　　・　

　※[4.3.10]によるモルタル塗り（塗り厚25mmを超える場合の処置　※図示）

３ 既存壁の撤去及び

　 下地補修

[6.3.2]

５ 合板等 [6.5.2]

・「合板の日本農林規格」による構造用合板 Ｇ

施工箇所 等級

※2級以上

・1級

更衣室　床

単板の

樹種名

接着の

程度

板面の

品質

・特類

※1類 ※C-D以上

・

ラワン等

厚さ
（mm）

防虫
処理

強度

等級 の適用

間伐材等

※12

・

・

・適用

　する
・適用

　しない

・適用
　する
（　　）

・適用

　しない

１５

※F☆☆☆☆又は改修標準仕様書6.5.2(1)(ｳ)(b)による

材料のホルムアルデヒド放散量４ 施工一般 [6.5.2]

野縁等の種類　屋外（※25形　・19形）　屋内（※19形　・25形）

屋外の形式及び寸法

６ 軽量鉄骨天井下地 [6.6.2～4]

あと施工アンカーの施工後の確認試験

　・行う　

　　試験箇所数　　　※屋内の場合、当該階において3箇所　　・（　　）箇所

　　引張試験にて確認する強度　　

　　　※つりボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の

  　  　単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度

　・行わない

　　　・(　　　)N

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法　　 　　※図示　　・　

・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法　　　　　　※図示　　・　

・天井下地材における耐震性を考慮した補強　　補強箇所　　※図示　　・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補強方法　　※図示　　・　

既存の埋込みインサート　　　・使用する　・使用しない

スタッド、ランナーの種類

スタッドの高さが5mを超える場合　　　※図示　　・　

出入口及びこれに準じる開口部の補強　※[6.7.4](5)による　　・　

※FS(複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ)

・　

種類の記号 色柄

※2.0

備考厚さ(mm)

　※[表6.7.1]により「スタッドの高さによる区分」に応じた種類　・図示　　・　

・2.5　

接合部の処理　　※熱溶接工法　　・　

・無地

・ﾏｰﾌﾞﾙ柄

・柄物

７ 軽量鉄骨壁下地

８ ビニル床シート Ｇ [6.8.2、3]

[6.7.3、4][表6.7.1]

厚さ(mm)　　※1.5以上　 　　・　

高さ(mm)　　※60　　・75　　・100　　

材質の種類　・軟質　・硬質　・床シート巻上げ(端部の処理は図示による)　９ ビニル幅木 [6.8.2]

・アキスミンスターカーペット

・ダブルフェースカーペット

・ウィルトンカーペット 

・カット/ループパイル

・ループパイル

・カットパイル

織り方 パイル形状

　色柄　　　　※模様のない無地　　・　　

　パイル糸の繊維種等　※無地の織りじゅうたんの種別（・A種　　・B種　　・C種）

　帯電性　　　・適用する　　・適用しない  

　織じゅうたんの接合方法　　※ヒートボンド工法　　・つづり縫い

　下敷き材　　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm　　・　　

10 カーペット敷きＧ [6.9.2、3][表6.9.1]

　下敷き材(グリッパー工法の場合)　

　　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ 8mm　　・　　

　タフテッドカーペット用接着剤のホルムアルデヒド放散量　※F☆☆☆☆　　・　

パイル形状

・タフテッドカーペット

ﾊﾟｲﾙ長さ（mm）

・5～7　・ 

・4～6　・ 
・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ工法

・全面接着工法

帯電性工法

・適用する

・適用しない

・カットパイル

・ループパイル

・カット、ループ併用

備考

・織じゅうたん

・タイルカーペット

　　材質（　　　　）種類（　　　　）形状等（※図示　・　　　）

　見切り、押え金物　

　タイルカーペットの敷き方　平場　　　※市松敷き　　・模様流し　　・　

　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　　・市松敷き　　・　

・　

※500× 500

・　

※500× 500

・　

※500× 500

・　

※6.5

・　

※6.5

・　

※6.5

・ｶｯﾄ、ﾙｰﾌﾟ併用

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

※第一種

種　別 施工箇所 寸法 総厚さ(mm)パイル形状

※ループパイル

・カットパイル

備考

ＭＤＦ及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

合板ののホルムアルデヒド放散量

　※Ｆ☆☆☆☆　　・　

接着剤のホルムアルデヒド放散量　　※Ｆ☆☆☆☆　　・　

　※改修標準仕様書6.13.2(2)(ｲ)の(a)～(d)のいずれか　　・　　

種　　類

・ 単板張りパーティクルボード

厚さ(mm)、規格等

・無研磨板（VN）　・研磨板（VS)

・ 化粧パーティクルボード ・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(DV)

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ(DO)

・塗装(DC)

・10（難燃）・12（難燃）・  

パーティクルボードＧ

・10　 ・12　 ・15　 ・18 　 ・20

　 その他のボード張り

11 せっこうボード [6.13.2、3]

　周辺部の端からの間隔　・図示　・　

　野縁の間隔　　　　　　・図示　・　

　野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・　

せっこうボード製品

種　　類 厚さ(mm)、規格等

　　　　　　・化粧有（トラバーチン模様）

 9.5 (不燃) ・化粧無（下地張り用） 

・シージングせっこうボード(GB-S)

・不燃積層せっこうボード(GB-NC)

・せっこうボード(GB-R)

 12.5 （※ 不燃　・ 準不燃）

 ・9.5（準不燃） ・12.5 (不燃)  ・15 (不燃)

構内既存の施設　・利用できない　※利用できる（別途施設調整を行うこと）

構内既存の施設　・利用できない　※利用できる（別途施設調整を行うこと）



日付 工事名

図面名

図面No.

改訂

2026.2.27 川越中央消防署エレベーター改修工事
Ａ-３

特記仕様書（改修その３）

・

・

・

壁紙の種類
施工箇所

モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえの種別　　　　※B種　・A種　

コンクリート面の素地ごしらえの種別　　　　　　　　　　　　　※B種　・A種　

せっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえの種別　　※B種　・A種　

壁紙のホルムアルデヒド放散量　　※Ｆ☆☆☆☆　 ・　

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

更衣室

12 壁紙張り [6.14.2、3]

備考

・手引き

・電動

・ひも引き

形式 開閉操作 ひだの種類

・つまみひだ

・箱ひだ、片ひだ

・ﾌﾟﾚｰﾝひだ

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用する場合は、Ｇ とする

暗幕カーテンの両端、上部及び召合せの重なり　　※300mm以上　　・　

生地の仕様　　消防法で定める防炎性能の表示があるもの

・シングル

・ダブル ・引分け

・片引き

品質、特殊加工等

生地の種別、

・図示

・　

備考
取付け

箇所

(暗幕)

(20.2.16)

材料による区分　※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材

　　　　　　　　・ステンレス製

強さによる区分　※10-90　　　　　　 ・　

仕上げ　　　　　※アルマイト　　　　・　

形状　　　　　　※角形　　　　　　　・　

(20.2.16)

13 カーテン

14 カーテンレール

・

・

・ ・

・

・ ・

・

・

織物紙 塩化ﾋﾞﾆﾙ
防火種別

・

・

・・

・

・ ･不燃・準不燃・難燃

･不燃・準不燃・難燃

･不燃・準不燃・難燃

無機質 その他

・　 ・600×600

・　

・450×450

材種 寸法

※アルミニウム製 ・一般形 ・屋内外用

・屋内用

・気密形

・額縁タイプ

・目地タイプ

外枠 内枠形式

・額縁タイプ

・目地タイプ

15 天井点検口

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量　　※F☆☆☆☆　　・ 

防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　　） 

７
 
塗
装
改
修
工
事

塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲

　※劣化部分は除去し、活膜部分は残す　・図示　・　

２ 下地調整

１ 材料

[7.2.1～7]

[7.1.3]

コンクリート面(DP以外)

ＡＬＣパネル面

押出成形セメント板面

せっこうボード面及び

その他ボード面

 ・RB種 ・RC種

 ・RA種(注)

 ・RA種　※RB種　・　

 ・RA種　※RB種　・　

木部

鉄鋼面

下地調整の種別

 ※不透明塗料塗りの場合はRB種

塗替え

亜鉛めっき面

亜鉛めっき面(鋼製建具)

ﾓﾙﾀﾙ、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面

 ・RA種(注)　※RB種　・　

 ・RA種(注)　※RB種　・　

 ・RA種　※RB種　・　

 ・RA種　※RB種　・　

下地面の種類

下地調整

 ・RA種(注)

 ・RB種 ・RC種

 ・行わない

 ・行わない

 ・行う

 ・行わない

 ・行う

 ・行わない

－

 ・行う

ひび割れ部の補修

－

－

－

－

 ・行う

コンクリート面(DP)

・木目12.5 （不燃）幅 440mm 程度

　模様（・ 柾目　・ 板目） 専用下地材有り

・ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様　9.5（準不燃）

・せっこうラスボード(GB-L)

・化粧せっこうボード（GB-D）

 9.5

・強化せっこうボード(GB-F) ・ 12.5 （不燃）　・ 15 （不燃）

木部

鉄鋼面（DP以外）

鉄鋼面（DP）

亜鉛めっき鋼面

モルタル面及びせっこうプラスター面

コンクリート面（DP以外）及びALCパネル面

押出成形セメント板面及びコンクリート面（DP）

コンクリート面（DPのみ）

せっこうボード面及び

その他ボード面

不透明塗料塗りの場合

透明塗料塗りの場合

目地：継目処理工法以外

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種

・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

下地面等 種別

３ 素地ごしらえ

目地：継目処理工法

[7.3.2～7]

　　応じてRA種(既存塗膜全除去)又はRB種(既存塗膜一部除去)を選定すること。

(注)DP以外からDPへ塗替える場合の下地調整は、既存塗膜の種類及び劣化状況に

錆止め塗料塗りの種別

鉄鋼面

亜鉛

　EP-G

　SOP 塗替え

新規見え掛り

新規見え隠れ

塗替え

新規見え隠れ

新規見え掛り

塗替え

新規鋼製建具等

新規その他

塗替え

新規鋼製建具等

新規その他

　EP-G

　SOP

(工程の種別は

めっき

鋼面

　DP

(工程の種別は

(工程の種別は

塗替え

新規

塗替え

(工程の種別は

　DP

(工程の種別は

(工程の種別は

新規

素地面

[表7.4.3])

[表7.4.3])

[表7.4.4])

[表7.4.5])

[表7.4.5])

[表7.4.6])

塗装の種類

４ 錆止め塗料塗り [7.4.2、3]

 ※Ｃ種　・　

 ※Ａ種　・　

 ※Ｂ種　・　

 ※Ｃ種　・　

 ※Ａ種　・　

 ※Ｂ種　・　

 ※Ｃ種　・　

 ※Ａ種　・　

・A種(下地調整RA種)

・B種(下地調整RB種)

・C種(下地調整RC種)

　 Ａ種

 　Ａ種

 　Ａ種

 ・Ａ種　※Ｂ種

 ・Ａ種　※Ｂ種

 ・Ａ種　※Ｂ種

 ※Ｃ種　・　

 ※Ａ種　・　

 ※Ｂ種　・　

 ※Ｂ種　・　

 ※Ａ種　・Ｂ種

 ※Ａ種　・Ｂ種

 ※Ｂ種　・　

 　Ｃ種　・　

 　Ｃ種　・　

 　Ｃ種　・　

 　Ｂ種　・　

 　Ｂ種　・　

7.4.2(1)(ｲ)(a)

による

による

Ａ種

　―

7.4.2(1)(ｲ)(b)

　―

塗料の種別 工程の種別

・合成樹脂調合ペイント

　塗り(SOP)

　　塗料の種別

　　　※1種　・2種

木部屋外

木部屋内

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)

塗装の種類 塗装面

・クリヤラッカー塗り(CL)

・耐候性塗料塗り(DP) 鉄鋼面 上塗り等級（　　）級

亜鉛めっき鋼面

　　　 上塗り等級（　　）級

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)

５ 塗装 Ｇ [7.5.2～7.12.2]

※B種 ・　 ※A種 ・　

※B種 ・　 ※B種 ・　

※B種 ・　 ※B種 ・A種

※A種 ・　 ※B種 ・　

※B種 ・　 ※B種 ・　

塗替え 新規

工程

※B種 ・A種 ※B種 ・A種

※B種 ・A種 ※B種 ・A種

・

　―

　―

　―

　―

・B-1種

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面、

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面）の塗替えの場合のしみ止め

　※B種又はC種の場合は[表7.9.1]の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする　・　

・つや有合成樹脂エマルシ

　ョンペイント塗り(EP-G) 屋内の木部

屋内の鉄鋼面

屋内の亜鉛めっき鋼面

コンクリート面等

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

・木材保護塗料塗り(WP)

・ステイン塗り

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

※B種 ・A種※B種 ・　　

※B種 ・　

※B種 ・　

※A種 ・　

※B種 ・A種

※B種 ・A種

※B種 ・A種

・ピグメントステイン塗り

※B種 ・A種

・オイルステイン塗り(OS)

※A種 ・　 ・B種 ※A種

・A種 ※B種※B種 ・　

※B種 ・A種

測定７※ ※※

処理作業中

処理作業前

測定６

測定５

測定４

測定３

測定２

測定１

名称

測定
測定場所測定時期

適用

ﾚﾍﾞﾙ3ﾚﾍﾞﾙ2ﾚﾍﾞﾙ1

・ ・※

・・※

・※

・・・

・※※

・※※

測定時期、場所及び測定点

※ ※ 測定８

・

・

・

・・

・

測定９

測定10

さいたま市内で測定を行う場合は市条例を遵守して実施すること。

・　

１ 石綿粉じん濃度測定

処理作業後

(隔離ｼｰﾄ撤去前)

処理作業後(ｼｰﾄ

撤去後1週間以降)

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

(処理作業室外の場合)

集じん・排気装置の

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

装置の排出口

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業室内

施工区画周辺又は敷地境界

・各2点(ﾚﾍﾞﾙ3は各1点)

　1m/s以下の位置

　出口吹出し風速

・各1点　・(　)点

・各1点　・(　)点

・各2点　・(　)点

測定点

(処理作業室ごと)

・4方向各1点 ・(　)点

・各2又は3点　・(　)点

・各2点  ・(　)点

・(　)点

・(　)点

・4方向各1点

[9.1.1]

 試料の吸引時間(min)

 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径(mm)

 試料の吸引流量(L/min)

測定方法

　　　　　　　 自動計測器（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等、排気の粉じん濃度を迅速に

　　　　　　　 計測できる機器にて測定

・自動測定器による測定

　測定4,5 ※ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、粉じん相対温度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、繊維状粒子

・JIS K 3850-1に基づいた測定

測定4,5

 25

5

30

10

120

測定測定

 47  47

10

240

除去対象範囲　　・図示　　　・　

除去工法　　　　※[9.1.3](2)(ｱ)による　　・　

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去した石綿含有吹付け材等の処分

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

　・埋立処分（管理型最終処分場）

２ 石綿含有吹付け材の

　 除去（レベル１）

[9.1.3]

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

着工前の試験施工　・行う　・行わない

除去した石綿含有建築用仕上塗材等の飛散防止

　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去した石綿含有建築用仕上塗材等の処分

　・埋立処分（安定型最終処分場）

除去対象範囲　・　

　※[9.1.4](2)による（原形のまま、手ばらしが可能な場合）

　　　除去対象範囲　・図示　　・　

除去工法

除去した石綿含有保温材等の処分

　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

　　　除去対象範囲　・図示　　・　

　・[9.1.3](2)による（損傷、劣化等で石綿粉塵を発散するおそれがある場合）

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

　・ビニールシート等による養生を行う　　・ 　　

除去した石綿含有成形板の処分

　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　※埋立処分（管理型最終処分場）

　・石綿含有せっこうボード

除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分　

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

　・埋立処分（安定型最終処分場）

石綿含有けい酸カルシウム板第一種の場合の隔離養生（負圧不要）方法

除去対象範囲　・　

　 塗材等の除去

　 （レベル３）

５ 石綿含有建築用仕上

３ 石綿含有保温材等の

　 除去（レベル２）

４ 石綿含有成形板の

　 除去（レベル３）

[9.1.6]

[9.1.4]

[9.1.5]

除去工法（　　　　　　　　　　）下記に示す

※除去は、「石綿含有建築用仕上塗材除去工事における石綿粉じん飛散防止処理技術」の
　審査証明書を取得した工法による（例：集塵装置付ディスクグラインダー工法）

８
 
環
境
配
慮
改
修
工
事

９
 
そ
の
他

※隔離養生（負圧不要）のうえ除去すること。

※当施設は２４時間稼働していることから、施設運営に支障をきたさぬよう配慮した計画に
すること。

※既存施設を汚損しないよう作業内容に適した養生をすること。

※作業エリア周辺の清掃を適宜実施すること。

※施設内のトイレを利用する場合は適宜清掃すること。

※川越地区消防組合ワンデーレスポンス制度の対象工事である。

※本工事に係る官公庁への諸手続きは、すべて受注者が代行し、その費用は受注者の負担とする。

　　　※埋立処分（安定型最終処分場）

　　　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

内部（廊下巾木）

内部（廊下壁）
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文

仙波小学校

東口

西口

川越駅

東
武
東
上
線

至　池袋

仙波河岸史跡公園

工事場所
（川越中央消防署）

Ｎ

　案　内　図　 （地名地番：川越市新宿町２丁目１４番地７）

文

城南中学校

国道１６号線（川越街道）

Ａ２　１：２５０

　　　－　　　

・・・は今回工事対象範囲を示す。

・・・はキャスターゲート巾３.６ｍ×高２.０ｍを示す。

・・・交通整理員を示す。

・・・工事車両通行経路を示す。

― 図中凡例 ―

・・・はガードフェンスＨ１．８ｍを示す。

Ｎ

市
道

１
５

３
６

号
線

工事車両出入口
市道１５０１号線

ＲＣ造　３階建

職員用駐車場スロープ

（受水槽・ポンプ室）

設備スペース

植栽

正　門
植　栽

配置兼仮設計画図　１：２５０

来客用駐車場

道路境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

道
路

境
界

線

植　栽 アプローチ 植　栽植　栽

植　栽

西　門

案内図・配置図兼仮設計画図（参考）
４

中央消防署

駐
輪
場

ＥＶ

 ＥＶ
機械室

植
栽

資
材
置
場
等

工事関係者駐車場
２台分

7,
60

0

5,7804,000
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Ａ
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Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

１ ２ ７６５４３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

１ ２ ４３ ７６５

川越中央消防署エレベーター改修工事

３階平面図　１：２００

７６５４３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｒ階平面図　１：２００

７６５

・・・工事対象範囲を示す。

・・・工事搬出入路を示す。

Ｎ

１階平面図　１：２００

２階平面図　１：２００

ﾊﾄ小屋

車　庫

スロープ

植栽

カウンター

事務室

湯沸

廊下

足洗場

油　庫 男子更衣室

女子
更衣室

女子便所

屋　上

厨　房
倉　庫

吹抜

吹抜

屋　根

屋　上

倉　庫
女子便所

室外機置場

調査室

講　堂

バルコニー

バルコニー

食　堂

ＥＶ

ＵＰ

ＵＰ

ＥＶ

洗面・洗濯室 男子便所　女子便所

仮眠室１

風徐室上部

仮眠室２

男子
シャワー室

消毒室 男子便所資機材倉庫

廊下

男子便所

湯　沸

物入

会議室

食堂前
バルコニー

身障者
便所

機械室
ＥＶ

ＥＶ

防火衣コーナー

署長室

書庫・物品庫

階段室Ａ 階段室Ａ

階段室Ａ

階段室Ｂ

階段室Ｂ

階段室Ｂ

ホール ホール

ホール

休　憩

廊下 女子仮眠室

各階平面図

ＤＮ

ＤＮ

廊 下 （ Ｃ Ｈ ＝ ２ ,７ ５ ０ ）

Ｂ

Ｂ'

風徐室

有効開口：幅１．５５×高２．２ｍ

有効開口：幅１．５０×高２．２ｍ

５

・・・搬出入路範囲を示す。
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川越中央消防署エレベーター改修工事

Ａ２　１：４０　

　　　－　　　

１階　更衣室　平面詳細図・天井伏図等
６

署長室

ＥＶ昇降路

　　　天井）既存：
ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

排気ファン・ダクト

排気用ダクト穴）既存：φ３００開口

　　　天井）既存：
化粧石膏ボードｔ９.５張

給気用ダクト穴）既存：φ３００開口

（ＣＨ＝３,６００）

Ｃ

Ｂ'

６

（ＣＨ＝２,５００）

身障者便所

床

部　位

巾木

壁

天井

その他

コンクリート直均しの上　アクリル系　防塵塗床仕上　高１５０

１階　ＥＶ機械室

既　存　仕　上　表

コンクリート直均しの上　ガラスクロス額縁貼　ｔ５０　撤去

コンクリート直均しの上　ガラスクロス額縁貼　ｔ５０　撤去

コンクリート直均しの上　アクリル系　防塵塗床仕上
（廊下床ビニルシートｔ２.５　一部撤去　（下地モルタル共）

１階　ＥＶ機械室　既存天井伏図　１：４０

１階　ＥＶ機械室　既存平面詳細図　１：４０

展開方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

床

部　位

巾木

壁

天井

その他

１階　更衣室

改　修　仕　上　表

Ｂ'通り壁　既存の上　ＬＧＳ６５形　石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙（袖壁共）
その他壁　コンクリート表し　ＥＰ

ビニル巾木　高６０　新設

化粧石膏ボードｔ９.５張　新設（ＬＧＳ下地共）

既存の上　乾式置床パーティクルボードｔ２０　ラワン合板ｔ１５張の上
タイルカーペットｔ６.５　新設（踏込床：既存の上　モルタルｔ２８　ビニルシートｔ２張　新設）

片開き（甲種防火戸　防音）

スチール　ＳＯＰ

ー

丁番　防音扉用グレモン錠　ドアクローザー

１
ＬＳＤ

【新設】

片開き

軽量スチール　焼付塗装

Ｓ：１／５

目地：シーリングｔ５　ＰＵー２　新設

袖壁：石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙

壁：コンクリート表し　ＥＰ

目地：シーリングｔ５　ＰＵー２　新設

ＬＧＳ下地６５形

袖壁　平面詳細図

×　１

Ｓ：１／５踏込床　断面詳細図

Ｃー５ Ｃー３

踏込床：ビニルシートｔ２張　新設

床下地：モルタルｔ２８　新設

既存床の上

床：タイルカーペットｔ６.５　新設

▽踏込床（１ＦＬ）

上框）改修：タモ　１５０×９０　新設（ＵＣ)

室名札）既存：撤去

（ＣＨ＝２,７５０）

廊下

形　　態

形　　式

見　　込

材　　種

硝　　子

金　　物

備　　考

形　　態

形　　式

見　　込

材　　種

硝　　子

金　　物

備　　考

符号　室名

符号　室名

廊下囲い：シート養生

廊下天井：シート養生

▽ＦＬ

×　１

既存出入口扉撤去（沓摺、マタギコンクリート共）

またぎ）既存：コンクリート壁　撤去

三方枠）既存：スチール

沓摺）既存：ＳＵＳ　撤去

２３０（扉４５）

扉：撤去　沓摺：撤去（またぎ共）　　室名札：撤去

袖壁：石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙

扉）既存：スチール　撤去

▽ＦＬ

２５０（扉（４０））

丁番、レバーハンドル、サムターン表示、ドアクローザー

１階　更衣室　改修平面詳細図　１：４０

署長室

ＥＶ昇降路

排気ファン・ダクト：既存のまま

Ｃ

Ｂ'

６

天井点検口）改修：４５０角　新設

（ＣＨ＝２,５００）

身障者便所

（ＣＨ＝２,７５０）

廊下

室名札）改修：新設

給気用ダクト穴）改修：雑詳細図参照

カーテンレール）改修：天井吊り用　アルミ製　高さ２,０００　新設

署長室

身障者便所

ＥＶ昇降路

床）既存：アクリル系　防塵塗床仕上

・ＦＬ＋１３０

・ＦＬ－３０

ＥＶ機械室

Ｃ

Ｂ'

６

廊下床）既存：ビニルシートｔ２.５　一部撤去（下地モルタル共）

掲示板）既存：一時撤去

（改修前） （改修後）

廊下

・ＦＬ±０

扉）既存：スチール　撤去
沓摺）既存：ＳＵＳ　撤去（またぎコンクリート共）

身障者便所

署長室

ＥＶ昇降路

更衣室

・ＦＬ＋１４５

１
ＬＳＤ

鏡）改修：３００×１,５００　新設

Ｃ

Ｂ'

６

廊下床）既存：ビニルシートｔ２　一部新設（下地モルタル共）

掲示板）改修：再取付

廊下

・ＦＬ±０

扉）改修：軽量スチール　新設
沓摺）改修：ＳＵＳ　ｔ１.５　新設

・ＦＬ±０

踏込床）改修：ビニルシートｔ２　新設
　　　　床）改修：
タイルカーペットｔ６.５　新設

袖壁）改修：新設

（ＣＨ＝２,５５０）

　　　　天井）改修：
化粧石膏ボードｔ９.５張　新設

ロッカー

扉：新設（沓摺共）　　天井点検口：新設　　鏡：新設　　カーテンレール：新設　　室名札：新設
可動棚：新設

（既存）ＥＶ機械室　扉　撤去

（改修）更衣室　扉（カバー工法）

沓摺）改修：ＳＵＳｔ１.５

廊下床：シート養生

小窓：強化型板ガラスｔ５

鍵は６本、沓摺　新設

可動棚）改修：新設
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10
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※レールと天井の隙間は500以上あけること

小窓

カバー枠）改修：既存の上
三方カバー枠　スチール

扉）改修：軽量スチール

アンダーカット：１０

60
0

1,
00

0

100

10
0

１階　更衣室　改修天井伏図　１：４０

排気用ダクト穴）既存のまま

天井点検口）改修：４５０角　新設



STAFF ONLY
関係者以外の立ち入りはご遠慮ください

仕　様：マグネットシート（ＵＶラミネート加工）

サイズ：W160*H40 程度
デザイン：監督員の承諾を得ること（上図は参考）
取付場所：扉の廊下面

棚板）改修：新設（W650,9段）
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川越中央消防署エレベーター改修工事

７

１階　更衣室　改修展開図　１：５０

またぎ）既存：コンクリート　撤去

ＣＢ' Ｄ

身障者便所

壁）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

天井）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

壁）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

床）既存：アクリル系　防塵塗床仕上

巾木）既存：アクリル系　防塵塗床仕上 油圧配管穴）既存：２００×２００

廊下床）既存：ビニルシートｔ２.５　撤去（下地モルタル共）

壁留ピン）既存：φ４０　撤去
壁留ピン）既存：φ４０　撤去の上サンダー掛け

給気用ダクト穴）既存：φ３００開口

６ Ｃ Ｂ' ６Ｂ Ｃ

2,050 2,050

壁）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

▽１ＦＬ

Ｂ' Ｄ

更衣室 身障者便所

６ Ｃ Ｂ' ６Ｂ Ｃ

2,050 2,050

踏込床）改修：ビニルシートｔ２張　新設

廊下床）改修：ビニルシートｔ２　新設

▽１ＦＬ

鏡）改修：３００×１,５００　新設

床）改修：タイルカーペットｔ６.５　新設

壁）改修：コンクリート表し　ＥＰ

ＥＶ機械室

Ａ

Ａ

配管ＢＯＸ：電気設備工事

給気ファン・ダクト）既存：撤去

またぎ）既存：コンクリート　撤去

壁）改修：コンクリート表し　ＥＰ

壁）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

排気用ダクト穴）既存：φ３００開口

排気ファン・ダクト

排気ファン・ダクト：既存のまま

壁留ピン）既存：φ４０　撤去の上サンダー掛け 壁留ピン）既存：φ４０　撤去の上サンダー掛け

コンセント：電気設備工事

天井留ピン）既存：φ４０　撤去

Ａ２　１：５０　

　　　－　　　

ダクト閉塞）改修：端部閉塞φ２００　新設

天井点検口）改修：４５０角　新設

天井）既存：化粧石膏ボードｔ９.５張

天井）改修：化粧石膏ボードｔ９．５張　新設（ＬＧＳ下地共）

（改修後）

（改修前）

１階　ＥＶ機械室　既存展開図　１：５０

Ｓ：１／４０廊下側　展開図

（改修後）

（改修前）

１階　更衣室・廊下側　展開図

Ｃ

・図中●印は、アスベスト含有建材を示す。

Ｃ Ｂ'

Ｃ Ｂ'

△天井

▽廊下床

△天井

▽廊下床

掲示板）改修：Ｗ２,４００×Ｈ９００　再取付

室名札）既存：アルミ２００×２００　撤去

防火戸）既存：スチール　撤去

壁）改修：コンクリート表し　ＥＰ

防火戸）既存：スチール　撤去

扉）改修：軽量スチール　新設
カーテンレール）改修：天井吊り用　アルミ製　新設

廊下壁仕上）既存：コンクリート補修●の上多彩模様塗材　撤去

掲示板）既存：Ｗ２,４００×Ｈ９００　一時撤去

廊下床）改修：ビニルシートｔ２　新設（下地モルタルｔ２８共）

アンダーカット：１０

廊下巾木）既存：コンクリート補修●の上ビニル巾木●　高７５　撤去

廊下床）既存：ビニルシートｔ２.５　撤去（下地モルタル共）

給気用ダクト穴）改修：無収縮モルタル埋め

電気配線穴）既存：１５０×１００

床）改修：タイルカーペットｔ６.５　新設

巾木）改修：ビニル巾木　高６０　新設

油圧配管穴）改修：無収縮モルタル埋め

電気配線穴）改修：既設流用

扉）改修：軽量スチール　新設

ロッカー

奥壁）改修：ＬＧＳ６５形　石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙

袖壁）改修：ＬＧＳ６５形　石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙
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※レールと天井の隙間は500以上あけること

1,
50

0
20

0

可動棚：FNSZ-ETH305J3SW　同等品

棚柱）改修：新設

30010
0

1,
82

0

※棚柱設置部分は下地を補強すること

Ｓ：１／４０扉の案内表示

扉の案内表示　新設

室名札）正面型　紙差し替え式　200角　新設（FRA200X同等品）
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ｈｔｔｐ:／／www.mai-arch-eng.co.jp

回数 訂正事項

総括設計者

管理者 1級建築士
竣工図

確認者

主任承認

E－mail

E－mail前田　勝之月日 年

　大臣登録第８１２２５号
工事名称

図面名称

MAI Architects & Engineers

担当

office@ mai-arch-eng.co.jp

Scale

図面番号
特記事項

前田 粟田

Ａ

制作日 　 　． 　．

・　　　　　　　　　は、撤去範囲を示す。

M D Y

20262 27

川越中央消防署エレベーター改修工事

Ａ２　１：４０　

　　　－　　　

Ｓ：１／１０

袖壁）改修：
石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙

ＬＧＳ下地６５形

壁）改修：コンクリート表し　ＥＰ

壁）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

壁留ピン）既存：φ４０撤去の上サンダー掛け

▽１ＦＬ

3,
60

0

△天井

▽既存床

壁）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去

アクリル系　防塵塗床仕上

Ｂ'

ＬＧＳ下地６５形

壁）改修：
石膏ボードｔ１２.５　新設　壁紙

▽床

Ｂ'

廻縁）改修：塩ビ　コ型　新設

床：タイルカーペットｔ６.５　新設

床下地：ラワン合板ｔ１５張　新設

乾式置床：パーティクルボードｔ２０　新設

既存床の上

2,
69

5

△天井

▽床

2,
55

0

▽踏込床（１ＦＬ）

天井）既存：ガラスクロス額縁貼ｔ５０　撤去（天井留ピン共）

既存床の上

踏込床：ビニルシートｔ２張　新設

床下地：モルタルｔ２８　新設

天井）改修：化粧石膏ボードｔ９．５張　新設（ＬＧＳ下地共）

８

扉　平面詳細図

床・壁　断面詳細図　１：１０

（改修後）

（改修前）

・図中●印は、アスベスト含有建材を示す。

給気ファン・ダクト）既存：スパイラルダクトφ２００　長さ１ｍ程度　ｔ０.５　撤去

・給気用ダクト穴・油圧配管穴のコンクリート強度は、Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ２、ＳＬ１８ｃｍとし、温度による強度補正はなしとする。

雑詳細図

給気用ダクト穴）改修：無収縮モルタル埋め（油圧配管穴共）

扉　断面詳細図 Ｓ：１／１０

沓摺）既存：撤去

またぎ）既存：コンクリート　撤去

カッター入れ

扉）既存：スチール　撤去

▽機械室床

三方枠）既存：スチール

壁）既存：ガラスクロスｔ５０　撤去

廊下壁仕上）既存：コンクリート補修●の上
多彩模様塗材　撤去

廊下巾木）既存：コンクリート補修●の上
ビニル巾木●　高７５　撤去

沓摺）改修：ＳＵＳｔ１.５　新設

▽廊下床 ▽踏込床（１ＦＬ）

廊下床）既存：ビニルシートｔ２.５
　　　　　　　長さ１,１００　撤去（下地モルタル共）

▽廊下床

（改修後）（改修前）

扉）改修：軽量スチール　新設

カバー枠）改修：既存の上　三方カバー枠　スチール　新設

壁）改修：コンクリート表し　ＥＰ

床）改修：ビニルシートｔ２　新設
　　　　　　　（下地モルタルｔ２８共）

（改修前） （改修後）

沓摺）既存：ＳＵＳ　撤去（またぎコンクリート共）

掲示板）既存：一時撤去

壁）既存：ガラスクロスｔ５０　撤去

三方枠）既存：スチール

扉）既存：スチール　撤去
掲示板）改修：再取付

沓摺）改修：新設

扉）改修：軽量スチール　焼付塗装　新設

△天井

壁）改修：コンクリート表し　ＥＰ

（改修天井内部、Ｂ'通り壁は除く）

巾木）改修：ビニル巾木　高６０　新設

巾木）改修：ビニル巾木　高６０　新設

カバー枠）改修：既存の上　三方カバー枠　スチール　新設
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株式会社　

Tel

Fax ０４９―２２６―０４０４

０４９―２２３―１００１

回数 訂正事項

総括設計者

管理者 1級建築士
竣工図

確認者

主任承認

E－mail

E－mail前田　勝之月日 年

　大臣登録第８１２２５号
工事名称

図面名称

担当

office@ mai-arch-eng.co.jp

Scale

図面番号
特記事項

前田 粟田

制作日 　 　． 　．
M D Y

20262 27

川越中央消防署エレベーター改修工事

Ａ２　１：Ｆｒｅｅ

　　　－　　　

電気設備特記仕様書
１Ｅ

MAI Architects & Engineers ｈｔｔｐ:／／www.mai-arch-eng.co.jp

・　電灯設備

・　動力設備

・　電熱設備

・　雷保護設備

・　受変電設備

・　電力貯蔵設備

・　発電設備

・　構内情報通信網設備

・　構内交換設備

・　情報表示設備

・　映像、音響設備

・　拡声設備（非常放送設備）

・　誘導支援、呼出し設備

・　テレビ共同受信設備

・　テレビ電波障害防除設備

・　監視カメラ設備

・　駐車場管制設備

・　防犯、入退室管理設備

・　自動火災報知設備

・　自動閉鎖設備

・　ガス漏れ火災警報設備

・　電話配管設備

・　中央監視制御設備

・　昇降機設備

特記仕様書

　　ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器

　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項 　項　　　　　目

建設リサイクル

法の適用

１ 機材等 　本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの

とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提

出し承諾を受けるものとする。

　使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む

機材等は使用しないこと。

　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品

目に該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項

を満たすこと。

施工時間

　受注者は工事目的物及び工事材料等について工事完成期日後１４日まで、これ

を火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出

保　　　険

監督員事務所

施工条件２

６

７

再使用機材８

９ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用について

※　適用する（契約金額による）　・　適用しない

　取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを

確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。

本工事で　・設ける（規模　　　　　　　　　）　※設けない

２　工事仕様

２.１　共通仕様

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（

      電気設備工事編）、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築設備工事標準図（電気設備

　　  工事編）

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの標準仕様書等を適用する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。

       ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。）

１.３　工事科目（○印の付いたものを適用する）

１.２　工事場所

１.１　工 事 名

１　工事概要

　　天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが

　ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必

２.３　工事別一般事項（特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する）

　項　　　　　目 　　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

電灯設備 （１）配線器具

　　スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、２口コンセン

　トは複式を使用してもよい。

　　フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。

　　コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。

（２）照明器具

　導灯とし、関係法令に適合したものとする。

　　防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘

１.４　指定部分　　　・ 無　　・ 有（　　　　　　　　　工期：平成　　年　　月　　日）

　　電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修

（３）照度測定

（６）位置ボックスの省略

　１０ｍｍ程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ

　要としない。

　具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。

引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に

再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その

端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。

（端末処理　　・耐塩用　　　　・一般用　　）

２

３

４ 受変電設備

雷保護設備

動力設備

５ 構内情報通信

網設備

電力貯蔵設備６

７ 発電設備 ・　ディーゼル発電装置　　・　ガスエンジン発電装置

・　ガスタービン発電装置　・　マイクロガスタービン発電装置

・　燃料電池発電装置　　　・　熱併給(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ)発電装置

・　太陽光発電装置　　　　・　風力発電装置

・　（概要）

・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

・（概要）

高圧引込・・・　

（１）動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷

　　用送り端子台は１負荷につきＵ・Ｖ・Ｗ・Ｅの４Ｐを原則とする。

（２）電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別

　　途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。

受雷部突針はＬＲ１とする。

受電電圧・・・　

ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。

直列リアクトル　　・６％　　・１３％

主遮断装置・・　

変圧器設備容量

柱上用高圧気中

負荷開閉器(PAS)

定格電圧　　　　kV　　定格遮断電流　　　kA

動力用　　　　　kVA×　　台　　　　

電灯用　　　　　kVA×　　台　

高圧進相コンデンサ　　　　kVar×　　台

　　　　　　　　　　kVar×　　台

交流３相３線式　６.６kV　５０Hz

定格電圧　７．２kV　　定格電流　　　A

行先の表示

回路の種別 　ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ

ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。

（１）管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記

　　による。

地中電線路

耐震施工２１

　なお、施行に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと

する。

（１）設計用水平地震力

　機器の重量［kgf］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

　なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

機器種別
重要機器 重要機器

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類（※１）

中間階

地下・１階

2.0          1.5

2.0          2.0

2.0          1.5

1.5          1.0

1.5          1.5

1.5          1.0

1.0          0.6

 1.0          1.0 

1.5          1.0

1.5          1.0

2.0          1.5

1.5          1.0

1.0          0.6

1.5          1.0

1.0          0.6

1.0          0.6

1.0          0.6

　特定の施設 一般の施設

一般機器 一般機器

0.6          0.4

防振支持の機器

水　槽　類（※１）

防振支持の機器

水　槽　類（※１）

機　　　　　器

機　　　　　器

上層階

屋上及び塔屋

上層階の定義は次による。

　　行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定

　　を行い、試験記録を提出する。

　設置場所

【備　考】（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

重要機器

・配電盤　・発電装置(防災用) ・直流電源装置　・交流無停電電源装置

・交換機　・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置

　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層２階、10～12階建の場合

は上層３階、13階建以上の場合は上層４階とする。

（２）設計用鉛直地震力

（２）本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製

　　作する。

（３）本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に

　　提出し、承諾後施工する。

（４）本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は

　　受注者の負担とする。

（５）特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル

　　とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

（６）改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を

（１）施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成
　　し、監督員の承諾を受ける。

２７ その他

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

電線の接続

電線管の接続

残土処分

再生砂・再生

　湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ

を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。

　上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ

い。ただし、接続はボックス内とする。

　屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施

したねじなし工法としてもよい。

　埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷き均しとする。

アスコン

　契約図書中の山砂の類、砂利、採石及びアスコンに代替し、

監督員の了解を得た上で、　※使用できる。　　・使用できない。

行い土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。

再生砂使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を

完成図書の 　完成図書のデータをCD-RもしくはDVD-Rで提出すること。

こと。また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は

出力、数量等）を記載すること。

１０

発生材処理 引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。

（２）買取処分をするもの　（　　　　　　　　　　　　）

（３）再生資源化を図るもの（蛍光管　　　　　　　　　）

（４）特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　）

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

　露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗

装を行わない。塗装

鍵

金属電線管の

　蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。

　盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。

（構外搬出処理費は、※本工事　・別途）

（１）引渡しを要するもの　（コンデンサー等のPCB含有の可能性があるもの）

１１

１２

１３

１５

１６

１７

１９「

２０

　設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（独立行政

法人建築研究所監修）による。

１４

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する

　　者の負担とする。

　　に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注

（８）本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者

川越中央消防署エレベータ改修工事

川越市新宿町２丁目１４番地７

１.５　建物概要

      川越中央消防署 　ＲＣ造　地上３階建、延べ面積1,772.93㎡

１.６　工事概要

　　　本工事は、川越中央消防署エレベーターを改修するものである。

１.７　同時期発注の関連工事　　・　建築工事　　　・　機械設備工事　　　・　エレベーター工事

　　  （以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。

２.２　特記仕様（特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。

電子納品

する。

　受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。

足場・さんばし類５ ※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。

・本工事とする。

工事用仮設物４ すべて受注者の負担とし、構内につくることができる。

工事用電力・水３ 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。

※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

　調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。

・　医療関係設備

墜落制止用器具２５

　・使用を要しない

　　※使用を要する　　墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

　　　　　　　　　　　（平成30年6月22日付け基発0622第2号）による（フルハーネス型）

改修部分の足場２４

（２）外部足場　※ Ａ種(枠組足場) ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種

※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい

　て」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等

　に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基

　立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関

　する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

　本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

（１）内部足場　※ 脚立足場

　行うものとする。

はつり及びあと２３ 　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設

　前に、図面に明示する箇所についてＸ線撮影調査を実施すること。施工アンカー打設

あと施工アンカー２２

　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、

アンカーボルトを選定すること。

　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又

は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。

　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録

を添付すること。

　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督

員の承諾を受けるものとする。

　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ

ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施する

ること。

接地工事 　漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のＤ種接地極が共

用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑／黄又は緑／色帯で

１８

区別する。

硬質ビニル電線管（VE）

耐衝撃性塩化ビニル管（HIVE）

波付硬質合成樹脂管（FEP）

管　種　別　敷き均し土

　良質土

ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

（２）地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低

　　圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。

（３）地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面（舗装する部分では

　　路盤材下面）から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への

　引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。

　ただし、見えかかり部の塗装については監督員の指示による。

また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。

８ 構内交換設備

９ 自動火災報知設備、

ガス漏れ火災警報

設備、拡声設備

１０ 昇降機設備

準仕様書（機械設備工事編）による。

局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。

（１）所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。

（２）総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。

（３）ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ

　　で行うものとする。

特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

スイッチ（一般）

　〃　　（身体障害者用）

防水型コンセント

分電盤、制御盤、開閉器箱

呼出ボタン（身体障害者用）

復帰ボタン（　　〃　　　）

廊下表示灯（　　〃　　　）

床上～中心

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

〃

１,３００

１,１００

   ３００

   １５０

   １５０

   ５００

(上端1,900以下)1,500

   ９００

１,８００

２,０００

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ （一般）

（和室）

（台上）

　　　　　　　　　〃　　　　　　　

　　　　　　　　　〃　　　　　　　

名　　　　　　　　称 測　　点 取付高さ（ｍｍ）

２.４　取付高さ

　壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。

高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。

１

　前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において

　は学校環境衛生基準により実施すること。

（４）分電盤

　　分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。

（５）継枠

調査結果の報告

アスベスト事前 　全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事

前調査を実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又は市長あて

２６

に報告する。

（７）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

　　行うこと。

（９）特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として

　　図書館運営に支障を与えない期間（閉館日等）、その他の施設では施設管

　　理者と打合せして設定すること。

（10）工事関係者は、工事に関係する場所以外への立入りはしないこと。

（11）図書館休館、休業日及び開館時間以外に作業を行う場合は、事前に監督員

　　及び施設管理者と協議を行うこと。

　項　　　　　目 　　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項

（非常放送設備）

　〃　　（人感センサー切換用） 〃 ２,０００

端子盤 〃 (上端1,900以下)1,500

　　以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。

（12）工事に関連する場所は必要に応じ安全に配慮し区画すること。
（13）本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。

　６　管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。

　７　保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。

　第３条　製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。

　２　製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期

　　間供給すること。

　３　製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機

　　材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。

　４　製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。

　昇降機の適切な維持管理に係る特記仕様書

　　機の適切な維持管理に関する指針」（平成28年２月19日付け国土交通省住宅局建築指導課）による。

　第２条　この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。

　２　昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。

　第１条　この特記仕様書は、昇降機設備工事（新設、増設又は更新）において、昇降機を常時適法な状

　　態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降

　３　発注者とは、本工事の発注者をいう。

　４　受注者とは、本工事の受注者をいう。

　５　製造者とは、昇降機の製造者をいう。

　５　受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。

　第４条　この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。



株式会社　

Tel

Fax ０４９―２２６―０４０４

０４９―２２３―１００１

回数 訂正事項

総括設計者

管理者 1級建築士
竣工図

確認者

主任承認

E－mail

E－mail前田　勝之月日 年

　大臣登録第８１２２５号
工事名称

図面名称

担当

office@ mai-arch-eng.co.jp

Scale

図面番号
特記事項

前田 粟田

制作日 　 　． 　．
M D Y

20262 27

川越中央消防署エレベーター改修工事

Ａ２　１：４０　

　　　－　　　

（改修前） （改修後）

Ｃ

署長室

身障者便所

廊下

ＥＶ昇降路

Ｂ'

2,050

Ｃ
身障者便所

署長室廊下

ＥＶ昇降路

Ｂ'

更衣室

2,050

EV制御盤へ

１階　幹線・動力設備平面図（改修前・後）
２Ｅ

MAI Architects & Engineers ｈｔｔｐ:／／www.mai-arch-eng.co.jp

　１階　ＥＶ機械室平面図　１：４０　 　１階　ＥＶ機械室平面図　１：４０　

（注記）

備　考記号

　防火区画処理

名　　称

・貫通処理は国土交通省大臣認定工法などによる防火区画貫通処理
　を行うこと

凡例

ＥＶ機械室

区画ケーブル貫通部（壁貫通部　ケーブル配線）

ＲＣ壁等の場合

耐火ブロック

支え金具

壁
（鉄筋コンクリート等）

ケーブル

大臣認定番号：ＰＳ０６０ＷＬ－０３７２
消防認定番号：ＫＫ１９－１４４号 （参考図）

（注記）

（撤去）

備　考記号 名　　称

・機器及び配管配線は施工前調査を行い、現地を優先とする。

　ケーブル

　配管・ケーブル

・ケーブルは下記とする。

凡例

ケーブルラック

昇降路側壁より8m見込む

動力用 EM-CE8sq-3C（新設）
照明用 EM-EEF2.0-3C（新設）
接地用 EM-IE3.5sq（新設）

（PB内接続・天井ころがし）

動力用 EM-CE8sq-3C（新設）
照明用 EM-EEF2.0-3C（新設）
接地用 EM-IE3.5sq（新設）

既存：

改修：

改修：

改修：防火区画貫通処理（壁用）

PB(残置)

（PBから配管配線撤去）

既存：

動力用 CV8sq-3C（撤去）
照明用 VVF2.0-3C（撤去）
接地用 IV3.5sq（撤去）

E51

ケーブルラック：C.R200W　スチール(撤去)

６ ６

35
0

2,
75

0

75 75

2,350

150

50

75
75

50
15

0

75
75

75

50

2,
50

0
15

0

2,
90

0

150

75

50 1,950

2,200

2,
75

0
35

0

2,350

150

75 75 75

75
75

15
0

75
75

15
0

10
0

2,
90

0

75

2,050150

2,200

2,
50

0



株式会社　

Tel

Fax ０４９―２２６―０４０４

０４９―２２３―１００１

回数 訂正事項

総括設計者

管理者 1級建築士
竣工図

確認者

主任承認

E－mail

E－mail前田　勝之月日 年

　大臣登録第８１２２５号
工事名称

図面名称

担当

office@ mai-arch-eng.co.jp

Scale

図面番号
特記事項

前田 粟田

制作日 　 　． 　．
M D Y

20262 27

川越中央消防署エレベーター改修工事

Ａ２　１：４０　

　　　－　　　

（改修前） （改修後）

Ｃ

署長室

身障者便所

ＥＶ昇降路

Ｂ'

ＥＶ機械室

2,050

６

Ｃ
身障者便所

署長室

ＥＶ昇降路

Ｂ'

更衣室

2,050

Ｒ

Ｅ ３
１階　電灯・コンセント設備平面図（改修前・後）

MAI Architects & Engineers ｈｔｔｐ:／／www.mai-arch-eng.co.jp

(撤去)

(撤去)

(撤去)

(新設)

（新設）

（新設）

（新設）

備　考記号

　ダウンライト

　非常照明

　片切スイッチ

　埋込コンセント

名　　称

2

Ｒ 　換気スイッチ （再取付）

（新設）

　公共施設型番　LRS14-08-40K

台数　2台

　公共施設型番　K1-LRS11-2

台数　1台

　LED非常灯専用型ﾘﾓｺﾝ自己点検機能21

Ｒ

(再取付)

(新設)

EM-EEF1.6mm-2C　

EM-EEF2.0mm-2C　

ダウンライト　１００形

（注記）

　１階　ＥＶ機械室平面図　１：４０　 　１階　ＥＶ機械室平面図　１：４０　

凡例

照明器具姿図

ＤＬ

ＤＬ

ＤＬ

(撤去)

(取外し)

（注記）

・機器及び配管配線は施工前調査を行い、現地を優先とする。

（撤去）

（撤去）

（撤去）

備　考記号

　照明器具　FL40w-1

　非常照明　13w

　片切スイッチ

　埋込コンセント

名　　称

2

Ｒ 　換気スイッチ （取外し）

（撤去）

・照明器具撤去リスト

１．逆富士型　FL40Wx1灯　露出　1台

２．非常照明　13W　露出  1台

凡例

2

６

廊下 廊下

(新設)

(新設)
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(新設)
2

１種金属線ぴMM1A型（ブランクプレート）

　※天井裏はころがしとする
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回数 訂正事項

総括設計者

管理者 1級建築士
竣工図

確認者

主任承認

E－mail

E－mail前田　勝之月日 年

　大臣登録第８１２２５号
工事名称

図面名称

担当

office@ mai-arch-eng.co.jp

Scale

図面番号
特記事項

前田 粟田

制作日 　 　． 　．
M D Y

20262 27

川越中央消防署エレベーター改修工事

Ａ２　１：４０　

　　　－　　　

（改修前） （改修後）

Ｃ

署長室

身障者便所

廊下

ＥＶ昇降路

Ｂ'

ＥＶ機械室

2,050

６

Ｃ
身障者便所

署長室廊下

ＥＶ昇降路

Ｂ'

2,050

（取外し）

１階　弱電設備平面図（改修前・後）
４Ｅ

ｈｔｔｐ:／／www.mai-arch-eng.co.jpMAI Architects & Engineers

（取外し）

（再取付）

（再取付）

PB(残置)

（PBから配線撤去）

PB(残置)

　１階　ＥＶ機械室平面図　１：４０　 　１階　ＥＶ機械室平面図　１：４０　

ｔ

(ｲﾝﾀｰﾎﾝ用PB内接続)
昇降路側壁より8m見込む

更衣室

（新設） 感知器用 EM-AE0.9mm-4C　

（新設）ｽﾋﾟｰｶｰ用 EM-HP1.2mm-3C
ｲﾝﾀｰﾎﾝ用 CPEV0.9mm-5P（撤去）

既存：
改修：

ｽﾋﾟｰｶｰ用 EM-HP1.2mm-3C（新設）
ｲﾝﾀｰﾎﾝ用 EM-FCPEE0.9mm-5P（新設）

改修：

改修：

（注記）

（取外し）

備　考記号

　スピーカー（壁付）

　光電式煙感知器

名　　称

（取外し）

・機器及び配管配線は施工前調査を行い、現地を優先とする。

ｔ

凡例

　インターホン （エレベーター工事）

（注記）

（再取付）

備　考記号

　スピーカー（壁付）

　光電式煙感知器

　インターホン

名　　称

（再取付）

　EM-AE0.9-4C　感知器用

　EM-HP1.2mm-3C　ｽﾋﾟｰｶ用

ｔ

凡例

（エレベーター工事）

（エレベーター工事）
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　※天井裏はころがしとする
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総括設計者

管理者 1級建築士
竣工図

確認者

主任承認

E－mail

E－mail前田　勝之月日 年

　大臣登録第８１２２５号
工事名称

図面名称

MAI Architects & Engineers

担当

office@ mai-arch-eng.co.jp

Scale

図面番号
特記事項

前田 粟田

制作日 　 　． 　．
M D Y

20262 27

川越中央消防署エレベーター改修工事

Ｍ

Ａ２　１：２０　

　　　－　　　

１

付帯工事事項

建築工事関係

１．

乗場インジケータ、乗場ボタン等の穴あけ工事２．

３．

４．

設備工事関係

１．

２．

３． かご室スピーカーがある場合、放送用配管配線の昇降路

制御盤までの引込工事

（非常放送がある場合３線式とすること）

注意事項

１．

２．

コンクリート強度は２１Ｎ／ｍｍ　以上のこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

電源電圧の変動は＋５％～－１０％以内、電圧不平衡率

５％以内のこと

3． 本エレベーター所定の性能維持のため下記条件とすること

（１）昇降路内の温度は－５℃～４０℃以内、湿度は月平

　　　均９０％・日平均９５％未満かつ急激な温度変化等

　　　により氷結・結露しないこと

（２）金属を損耗または腐食したり電気接点の接触障害の

　　　原因となるような塵及び化学的有害ガス及び爆発性

　　　ガスのないこと

4． 遮断器はインバータ回線対応のものを使用すること

5． 輸送可能な適温配膳車や台車などの重量物は２５０ｋｇ

以下とすること

6． 換気設備を設置する場合は昇降路外部より保守可能な位置

とし、設置環境により雨水或いは、防水対策を実施のこと

7． エレベーターの保守・点検ならびに緊急対応のため、外部

階段などから最上階および最下階エレベーターホールへア

クセスできる経路を確保すること（個人宅など占有部を経

由しないこと）

8． エレベーターから発生する高周波漏洩電流と高周波ノイズ

により、他の設備が影響を受ける恐れがあります

次の対策をお勧めします

（１）エレベーター動力と通信機器・ＯＡ機器等弱電機器

　　　の電源線・通信線を１ｍ以上分離する

（２）エレベーターを含む動力の電源トランスと通信機器

　　　・ＯＡ機器等弱電機器の電源トランスを分離する

　　　（エレベーター照明用電源は弱電機器のトランス

　　　　と分離不要）

（３）エレベーターを含む機器アース線と通信機器・ＯＡ

　　　機器等弱電機器のアース線の分離配線と接地極の分

　　　離をする

9． 乗場壁へウレタン吹付けを行う場合は、乗場機器取付け後

に施工する必要があります。乗場機器取付け前にウレタン

吹付けを行うと、乗場機器取付け時の溶接の火花に引火す

る恐れがあります

昇降路内は不燃材もしくは難燃材（平１２建告１４０２号

で定められた材料又は国土交通大臣の認定を受けたもの）

とする必要があります

動力用電源・照明電源・接地線の受電端子迄の引込工事

（繋ぎ込み工事含む）

インターホン取付位置より既設機械室までの配管配線は

流用とし、既設機械室から昇降路までは新規配線とする。

機械室、昇降路機器撤去後の躯体補修工事

（油圧配管塞ぎ工事含む）

機械室、昇降路機器撤去に伴う躯体ハツリ工事

（埋設物が残置されても新規エレベーター据付に支障が

ない場合は、当該埋設物の撤去を除外する。

旧エレベーター機器撤去にあたっては、切断処理および必

要に応じた一部躯体補修で対応することも可とする。）

その他建築に関する工事

動力電源設備（絶縁トランス適用時，ＣＶＴ電線使用時）

接地線サイズ電線サイズ
（＊）感度電流値

動作時間
電源側ＮＦ容量設備容量号機名

電源電圧
周波数

電動機容量

ｍまで

ｍｍＡＴ以上ｋＶＡ
ｍＡ以上

秒以上
ｍｍ

ｍｍ

ｍｍ

ｍ

ｍまで

まで
Ｖ

Ｈｚ
２

２

２

２０１
ＡＣ３φ２００

５０
　３．８ｋＷ ４ ４０

１００

０．２

　７０ 　　８

１２１ 　１４

１８５ 　２２

　３．５

（＊）電源側に漏電遮断器を設置する場合

Ｒ１（ｋＮ） Ｒ２（ｋＮ） Ｒ３（ｋＮ） Ｒ４（ｋＮ）

レール下端部荷重（長期荷重）

２１．６ ２１．２ ３９．８ １７．７

電線引込口（既設流用：防火区画貫通処理）（既設機械室までの既設線流用）

・動力用ＡＣ3φー200Ｖ－50Ｈｚ

・照明用ＡＣ1φー100Ｖ-50Ｈｚ

・Ｄ種接地工事

制御盤までの引込み、つなぎ込み工事

・外部インターホン用配管配線・・・CPEV0.9mm×5P

電線引出し長さ　昇降路側新規電線引込口から+8000ｍｍ

（電気工事）

・かご室スピーカー用（放送用）配管配線・・・HP1.2mm×3C

ピット荷重（短期荷重）

Ｐ１（ｋＮ） Ｐ２（ｋＮ）

７１．４ ５５．７
（単位：ｋＮ）

ＥＶレール支持用ブラケットに作用する地震時水平荷重

Ｆｘ１ Ｆｙ１ Ｆｘ２ Ｆｙ２

Fx2

Fy2

Fx2

Fy2

Fx1

Fy1

Fx1

Fy1

　４．６６ 　２．３３ 　７．２９ 　３．６５

注：上記矢印の地震時荷重により柱、梁などのたわみの合計が５ｍｍ以下と

　　なるよう部材を設計のこと。又、ねじれに対し強固に取付ること。

おもり

かご

３．管理人不在時にはエレベーターを使えない状況にする。

　　鳴動を確認した者が対応できるように、シールや名板で鳴動時の緊急連絡先等の対応方法を明示する。

２．管理人室内のインターホン親機の鳴動を共用部から確認できるように設置し、

１．インターホン親機を共用部（エレベーターホールや廊下等）に設置する。

もしも管理人が常駐しない場合は，以下のいずれかの措置が必要となる。

管理人室等に設置する場合は，２４時間管理人が常駐する必要がある。

エレベーターかご内のインターホンは，常に外部のインターホン親機と連絡できるようにすること。

外部連絡装置（インターホン親機）設置上の注意点

（建築基準法施行令第１２９条の１０第３項第三号）

　　例えば、営業時間内のみ管理人室等に管理人が常駐するならば営業時間外は建物を閉館する。

3 0 9 2 5 9

4 0 0 4 0 0

か ご 外 法  1 4 6 2

昇 降 路 内 法  2 0 3 0

B G  1 5 0 0
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Ｒ １ Ｒ ２
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昇降路平面図 （１／２０）

（ ピ ッ ト ）

（既設流用）

（既設流用）

（既設流用）

０１号機

三菱機械室レスエレベーター　

乗用（車いす用兼用）

可変電圧可変周波数制御方式（回生なし）

乗合全自動方式（１Ｃ－２ＢＣ）

７５０ｋｇ・最大定員１１名

４５ｍ／ｍｉｎ

ＡＣー３φ２００Ｖ５０Ｈｚ

ＡＣ－１φ１００Ｖ５０Ｈｚ

ＰＭＦ０１１Ｓ－Ｊ形・３．８ｋＷ

（径）４１０ｍｍ

（径）１０ｍｍ×３本・２：１ローピング

１－３階　計３箇所

かご側　T89/B  おもり側　T89/B

間口　１４００ｍｍ×奥行　１３５０ｍｍ×高さ　２２８０ｍｍ

幅　９００ｍｍ×高さ　２１００ｍｍ

電動式二枚両引き

クラスＡ１４

あり

１０ｍｍ

あり

あり

Ｐ波＋Ｓ波センサ付３段設定（普通級）

あり

あり

化粧シート貼仕上（１ー３階）

大枠末広形 ステンレスヘアライン仕上（１－３階）

化粧シート貼仕上（１－３階）

アルミ製（１－３階）

幕板彫込型セグメントＬＥＤ式（１ー３階）

休止表示

ステンレスクリックボタン（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）（１－３階）

樹脂フレーム付　ステンレスヘアライン仕上（１－3階）

ステンレスクリックボタン（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）（１－３階）

樹脂フレーム付　ステンレスヘアライン仕上（１－３階）

あり　（1階乗場ボタン組込）

ＣＬ１：フラット（白色ＬＥＤ）　天井面材：鋼板塗装仕上（メーカー標準色）

化粧鋼板

ステンレスヘアライン仕上

化粧鋼板

化粧鋼板

アルミ製

樹脂タイル２ｍｍ（メーカー標準タイル）

アルミ製　

袖壁操作盤

ステンレスヘアライン仕上

ステンレスクリックボタン（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）

かご内液晶インジケーター（５．７インチ）　

４ヵ国語ガイド（通常時：日英、緊急時：日英中韓、１画面表示）

両側面　ステンレスヘアライン仕上

セグメントＬＥＤ

ステンレスクリックボタン（φ３３・凸文字・黄橙色ＬＥＤ）

ファン

丸形　ステンレスヘアライン仕上　三面取付（両側面＋正面）

SUS鏡面（５７０ｍｍ×１４００ｍｍ）

ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ：床面より３５０ｍｍ

あり

あり

あり

６Ｖ１局　（設置場所：１階　事務室）

かご内４ヵ国語アナウンス（通常時：日英、緊急時：日英中韓）

あり

あり　　　

エレベーター仕様要項

分

類
仕様項目

そ

の

他

基

本

仕

様

耐震設計施工指針耐震クラス

戸開走行保護装置

敷居間隔

車いす仕様

視覚障がい者対応仕様

地震時管制運転方式

停電時自動着床装置（ＭＥＬＤ）

かご呼び取消機能

乗

場

仕

様

幕板

乗場三方枠

乗場戸

乗場敷居

乗場インジケーター

乗場インジ運行表示灯１

乗場ボタン

乗場ボタンプレート

車いす専用乗場ボタン

車いす専用乗場ボタンプレート

乗場休止スイッチ

か

ご

室

仕

様

天井

壁

袖壁・出入口柱

出入口上板

かご室戸

巾木

かご床

かご室敷居

かご操作盤タイプ

かご操作盤フェースプレート

かごボタン

正操作盤インジケータータイプ

かご操作盤液晶インジケーター表示言語

車いす専用かご操作盤

車いす専用正かご操作盤インジケータータイプ

車いす専用かごボタン

かご室換気

かご室手すり

かご室鏡

キックプレート

そ

の

他

仕

様

気配りドアセンサ

マルチビームドアセンサ＜２Ｄ＞

冠水時管制運転

インターホン

かご内アナウンス

かご内戸開延長ボタン

非常放送用かご室スピーカー

基

本

仕

様
ツナ車

ロープ

停止箇所

レール

かご内法

出入口

戸閉方式

機種名称

用途

制御方式

操作方式

積載荷重

定格速度

動力用電源

照明用電源

巻上機・電動機

エレベーター図１
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地震感知器
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上部：配線穴（既設流用　防火区画貫通処理）
下部：油圧配管穴（塞ぎ工事　防火区画処理）
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非常用照明
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（１／３０）昇降路平面図

（１／３０）昇降路平面図
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：撤去機器を示す
（１／３０）昇降路平面図
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名　称 部　材 工事区分
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：ハツリ範囲を示す 乗場正面図
（２－３階）

乗場正面図
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乗場穴あけ図
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（既設流用） （既設流用）
幕板 幕板

意匠仕様

三方枠 大枠末広幕板付き　ステンレスヘアライン仕上　（既設流用）

乗場戸 化粧シート貼仕上

幕板

敷居 アルミ製　　　　　　　　　　　　　　　　　　（既設流用）

注意事項

ＮＯ．０１号機
1－３階

化粧シート貼仕上　　　　　　　　　　　　　　（既設流用）
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昇降路平面図
（昇降路：１－３階、機械室：1階）
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地震感知器

非常用照明
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：撤去機器を示す（１／４０）
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塗膜防水（X-2）【新設】
ピット床面及び壁面（1FLまで）


